
目

次

告

示

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
医
師
の
指
定
（
が

ん

・

生
活
習
慣
病

対

策

課
）
…
一

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
医
の
主

と
し
て
指
定
難
病
の
診
断
を
行
う
医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
並

び
に
担
当
す
る
診
療
科
名
の
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃

止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障

が

い

福

祉

課
）
…
二

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

教
育
委
員
会

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqq（
学
校
教
育
課
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

公
安
委
員
会

○
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
の
実
施
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
交
通
指
導
課
）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
九
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
第
二
十
一
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
六
年
十
月
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
医
の

区

分
氏

名

主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断

を
行
う
医
療
機
関

担
当
す
る

診
療
科
名

指

定

年
月
日

名

称
所

在

地

難
病
指
定

医

樋
口

直
樹
独
立
行
政
法

人
国
立
病
院

機
構
弘
前
総

合
医
療
セ
ン

タ
ー

弘
前
市
大
字
富
野

町
一

消
化
器
内
科

令
和六･
七･三一

難
病
指
定

医

金
田

裕
治
か
ね
た
耳
鼻

科
医
院

八
戸
市
本
鍛
冶
町

一

耳
鼻
咽
喉
科

六･
八･一九

協
力
難
病

指
定
医

東

大

さ
と
る
整
形

外
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

十
和
田
市
東
十
一

番
町
七
の
一
七

整
形
外
科

六･
九･
一

難
病
指
定

医

古
川

正
和
弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

整
形
外
科

六･
九･一二

青
森
県
告
示
第
五
百
三
十
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百

二
十
一
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
か
ら
主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断
を

行
う
医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
担
当
す
る
診
療
科
名
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
令
第
二
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
六
年
十
月
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
報
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第
八
百
二
十
二
号

令
和
六
年十

月
四
日

（
金
曜
日
）



区

分
指
定
医

の
区
分
氏

名

主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断

を
行
う
医
療
機
関

担
当
す
る

診
療
科
名

変

更

年
月
日

名

称
所

在

地

変
更
前

難
病
指

定
医

一
戸

雅
之

弘
前
記
念
病

院

弘
前
市
大
字
境
関

字
西
田
五
九
の
一

整
形
外
科
令
和五･
四･
一

変
更
後

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

変
更
前

難
病
指

定
医

松
本

敦
史

む
つ
総
合
病

院

む
つ
市
小
川
町
一

丁
目
二
の
八

糖
尿
病
内

分
泌
内
科

五･一〇･
一

変
更
後

独
立
行
政
法

人
国
立
病
院

機
構
弘
前
総

合
医
療
セ
ン

タ
ー

弘
前
市
大
字
富
野

町
一

糖
尿
病
・

内
分
泌
内

科

変
更
前

難
病
指

定
医

小
笠
原

ゆ

か
り

む
つ
総
合
病

院

む
つ
市
小
川
町
一

丁
目
二
の
八

脳
神
経
外

科

〃

変
更
後

独
立
行
政
法

人
国
立
病
院

機
構
弘
前
総

合
医
療
セ
ン

タ
ー

弘
前
市
大
字
富
野

町
一

変
更
前

難
病
指

定
医

坂
本

祐
希

子

十
和
田
市
立

中
央
病
院

十
和
田
市
西
十
二

番
町
一
四
の
八

整
形
外
科
〃

変
更
後

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

変
更
前

難
病
指

定
医

太
田

健

青
森
県
立
中

央
病
院

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
一
の
一

血
液
内
科

六･
四･
一

変
更
後

独
立
行
政
法

人
国
立
病
院

機
構
弘
前
総

合
医
療
セ
ン

タ
ー

弘
前
市
大
字
富
野

町
一

消
化
器
・

血
液
内
科

変
更
前

難
病
指

定
医

片
貝

武

独
立
行
政
法

人
国
立
病
院

機
構
弘
前
総

合
医
療
セ
ン

タ
ー

弘
前
市
大
字
富
野

町
一

脳
神
経
外

科

六･
六･二四

変
更
後

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

変
更
前

難
病
指

定
医

橋
本

剛

医
療
法
人
は

し
も
と
小
児

科

八
戸
市
新
井
田
西

三
丁
目
一
六
の
一

五

小
児
科

六･
九･
一

変
更
後

は
し
も
と
小

児
科

青
森
県
告
示
第
五
百
三
十
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
十
月
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人
藤
聖
母
園
青
森
市
大
字
奥
野

三
丁
目
七
の
一

共
同
生
活

援
助

ブ
ル
イ
エ
ル

の
家

弘
前
市
大
字
大
清

水
四
丁
目
六
の
一
令
和六･
九･三〇

有
限
会
社
修

清

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
字
中
里
字
宝
森

二
九
一
の
三

居
宅
介
護
訪
問
介
護
宝

森

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
字
宮
川
字
色
吉

七
一
の
一

〃
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有
限
会
社
修

清

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
字
中
里
字
宝
森

二
九
一
の
三

重
度
訪
問

介
護

訪
問
介
護
宝

森

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
字
宮
川
字
色
吉

七
一
の
一

〃

青
森
県
告
示
第
五
百
三
十
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）
を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
十
月
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

陽
だ
ま
り
診
療
所

八
戸
市
湊
高
台
四
丁
目
二
の
一
〇

令
和六･一〇･
一

調
剤
薬
局
ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ
グ
八

戸
小
中
野
店

八
戸
市
小
中
野
四
丁
目
五
の
一
八

〃

教

育

委

員

会

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の

で
、
同
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
十
月
四
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

風

張

知

子

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

Ｍ
ｉ
ｃ
ｒ
ｏ
ｓ
ｏ
ｆ
ｔ

３
６
５

Ｅ
ｄ
ｕ
ｃ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

Ａ
３

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
教
育
庁
学
校
教
育
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
七
月
二
十
四
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ー
ビ
ス

青
森
市
新
町
二
丁
目
六
の
二
九

六

契
約
金
額

二
千
四
百
一
万
五
千
六
百
八
十
四
円

（
本
件
は
、
青
森
県
長
期
継
続
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
契
約
を
定
め
る
条
例
第
二
条

に
規
定
す
る
長
期
継
続
契
約
で
あ
り
、
契
約
期
間
は
令
和
六
年
九
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
八
月
三

十
一
日
ま
で
で
あ
る
。
前
記
契
約
金
額
は
、
契
約
初
年
度
に
お
け
る
契
約
金
額
で
あ
り
、
七
か
月

相
当
分
で
あ
る
。
）

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
が
な
く
、

再
度
の
入
札
に
付
し
た
が
落
札
者
が
な
か
っ
た
た
め
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の

価
格
の
見
積
り
を
行
っ
た
者
と
随
意
契
約
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
た
も
の
で
あ
る
。

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の

で
、
同
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
十
月
四
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

風

張

知

子
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一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

青
森
県
立
学
校
学
習
用
Ｉ
Ｃ
Ｔ
端
末
用
ク
ラ
ウ
ド
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ラ
イ
セ
ン
ス

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
教
育
庁
学
校
教
育
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
八
月
三
十
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ー
ビ
ス

青
森
市
新
町
二
丁
目
六
の
二
九

六

契
約
金
額

千
四
百
七
十
五
万
二
千
六
百
五
十
円

（
本
件
は
、
青
森
県
長
期
継
続
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
契
約
を
定
め
る
条
例
第
二
条

に
規
定
す
る
長
期
継
続
契
約
で
あ
り
、
契
約
期
間
は
令
和
六
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
二
月
二

十
八
日
ま
で
で
あ
る
。
前
記
契
約
金
額
は
、
契
約
初
年
度
に
お
け
る
契
約
金
額
で
あ
り
、
六
か
月

相
当
分
で
あ
る
。
）

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一

項
第
二
号
該
当

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
十
八
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
五
十
一
条
の
十
三
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定

す
る
講
習
を
次
の
と
お
り
行
う
の
で
、
確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
十
月
四
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

横

町

俊

明

一

講
習
等
の
期
日

１

講
習

令
和
六
年
十
一
月
十
四
日
及
び
同
月
十
五
日
午
前
八
時
五
十
分
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で

（
受
付
時
間

両
日
と
も
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
八
時
四
十
五
分
ま
で
）

２

修
了
考
査

令
和
六
年
十
一
月
二
十
二
日
午
前
九
時
か
ら
午
前
十
時
ま
で

（
受
付
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
八
時
四
十
五
分
ま
で
）

二

講
習
等
の
場
所

青
森
市
大
字
三
内
字
丸
山
一
九
八
の
四

青
森
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

二
階
会
議
室

三

受
講
定
員

十
名

四

受
講
申
込
方
法
等

１

申
込
期
間

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
同
月
八
日
ま
で

（
受
付
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
）

２

申
込
場
所
（
問
合
せ
先
）

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
指
導
取
締
係

電
話
〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一

内
線
五
一
三
四

３

申
込
方
法

受
講
申
込
者
本
人
が
、
次
の
書
類
等
を
四
の
２
の
申
込
場
所
に
直
接
持
参
し
て
申
し
込
む
こ

と
。な

お
、
申
込
書
は
、
交
通
指
導
課
で
受
領
す
る
か
、
又
は
青
森
県
警
察
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
使
用
す
る
こ
と
。

㈠

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
申
込
書

㈡

講
習
手
数
料
二
万
円
（
青
森
県
収
入
証
紙
で
納
付
す
る
こ
と
。
）
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４

そ
の
他

㈠

申
込
時
、
講
習
受
講
日
及
び
修
了
考
査
の
日
に
は
、
運
転
免
許
証
等
顔
写
真
付
き
の
身
分

証
明
書
類
を
提
示
す
る
こ
と
。

㈡

諸
般
の
事
情
に
よ
り
、
講
習
等
を
中
止
又
は
日
時
、
場
所
を
変
更
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ

の
場
合
は
、
申
請
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
。

㈢

詳
細
に
つ
い
て
は
、
青
森
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
（
電
話
〇
一
七
―
七
二
三
―

四
二
一
一
番
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。
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